
災害時における応援協力に関する協定書

上田地域広域連合（以下「甲」という。）、上小生コン事業協同組合（以下「乙」という。）

及び上田地域広域連合規約（平成１０年長野県指令９地第１２８９号。）第４条第６号の消

防に関する事務（消防団及び水利施設に関する事務を除く。）を共同処理する市町村（別表

の第６項の市町村欄に掲げる市町村。以下「丙」という。）は、丙の区域内に係る火災、地

震、風水害その他の災害（以下「災害」という。）時における応援協力に関し、次のとおり

協定を締結する。

（目的）

第１条 この協定は、丙の区域内で災害が発生、又は発生するおそれがある場合（以下「災

害時」という。）において、甲が行う災害防ぎょ活動に係るこの応援協力について、適正

かつ円滑な運営を期すため、必要な事項を定めることを目的とする。

（協力要請及び応援要請）

第２条 甲は、災害時において、丙から要請があったときに、乙に対し、応援協力を要請

することができるものとする。ただし、甲が、災害防ぎょ活動のため必要があると判断

したときは、この限りでない。

２ 乙は、甲から前項の要請があったときは、特別な理由がない限り、応援協力を行うも

のとする。

（応援協力の内容）

第３条 前条第２項に規定する応援協力は、次に掲げるものとする。

（１）消火用水の供給

（２）資材用砂、砂利等の供給

（３）乙の組合員が所有する工場敷地の提供

（４）その他、乙の応援協力が可能なもので甲及び丙が必要と認めるもの

（要請手続）

第４条 甲は、第２条第１項に規定する応援協力の要請を行うときは、応援協力要請書（様

式第１号。以下「要請書」という。）により要請するものとする。ただし、緊急を要する

ときは、口頭、電話等により要請できるものとし、後日速やかに要請書を提出するもの

とする。

（要請に基づく乙の対応）

第５条 乙は、甲から第２条第１項に規定する要請を受けたときは、直ちに要請事項に対

応するものとする。

（報告）

第６条 乙は、第２条第２項及び第３条に規定する応援協力を実施したときは、その応援

協力の終了後、速やかに応援協力報告書（様式第２号。以下「報告書」という。）により

甲に報告するものとする。ただし、緊急を要する場合は、口頭、電話等により報告し、

その後速やかに報告書を提出するものとする。



（経費の負担）

第７条 第２条第２項及び第３条に規定する応援協力に要した経費は、被災した市町村が

負担するものとする。

２ 前項の規定により負担する額は、災害発生直前における適正価格を基準とし、甲乙丙

協議のうえ、決定するものとする。

（経費の支払）

第８条 前条の規定により、乙から経費の請求があった場合、甲及び丙がその内容が適当

であると認めたときは、丙は、その経費を速やかに支払うものとする。

（連絡責任者の報告）

第９条 甲及び乙は、この協定書の成立に係る連絡責任者を協定締結後速やかに連絡責任

者届（様式第３号）により相手方に報告するものとする。その内容に変更があった場合

も同様とする。

（災害補償）

第１０条 この協定に基づく業務に従事した者に係る災害補償は、その応援協力を受けた

市町村の消防団員等公務災害補償条例の損害補償の規定によるものとする。

（情報提供）

第１１条 乙は、乙が応援協力の従事中に覚知した災害等による被害情報は、甲及び丙に

可能な限り速やかに提供するものとする。

（有効期間）

第１２条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成３１年３月３１日までとする。

ただし、有効期間終了日１か月前までに、甲乙丙いずれからも協定解消の通知がない場

合は、さらに１年間延長されるものとし、その後も同様とする。

（協議）

第１３条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関して疑義が生じたときは、その都

度、甲乙丙間で協議のうえ、決定するものとする。

（附則）

第１４条 この協定は、締結の日から施行する。

この協定の締結を証するため、協定書を６通作成し、甲乙丙署名押印のうえ、各自１

通保有する。



平成３０年 ４月１７日

甲 長野県上田市上丸子１６１２番地

上田地域広域連合

広域連合長 土屋 陽一

乙 長野県上田市蒼久保１０３９番地６
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丙 長野県上田市大手一丁目１１番１６号

上田市
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東御市

東御市長 花岡 利夫

長野県小県郡青木村大字田沢１１１番地

青木村

青木村長 北村 政夫
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長和町
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